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こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
理
学
療
法
の
教
科
に
つ
い
て
の
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免

許
状
の
授
与
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
旧
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
下
欄
に
定
め
る
科
目

の
単
位
を
修
得
す
る
た
め
に
認
定
課
程
を
有
す
る
大
学
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
教
員
養
成
機
関

に
在
学
し
て
い
る
者
で
、
当
該
大
学
又
は
教
員
養
成
機
関
を
卒
業
す
る
ま
で
に
、
当
該
大
学
又
は
教
員
養
成
機
関
に

お
い
て
当
該
必
要
と
さ
れ
た
単
位
数
を
修
得
し
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
下
欄
に
定
め
る
単
位
数
を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

７

施
行
日
前
に
旧
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
学
療
法
の
教
科
に
つ
い
て
の
盲
学
校
特

殊
教
科
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
た
め
に
修
得
し
た
同
項
の
表
下
欄
に
定
め
る
科
目

の
単
位
に
つ
い
て
は
、
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
一
号
。

第
十
項
に
お
い
て
「
十
八
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。）附
則
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
新
免
許
法
施
行

規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
下
欄
に
定
め
る
科
目
の
単
位
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

８

旧
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
下
欄
に
定
め
る
盲
学
校
教
員
養
成
機
関
又
は
聾ろ
う

学
校
教
員
養
成
機

関
の
在
学
又
は
卒
業
は
、
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
下
欄
に
定
め
る
特
別
支
援
学
校
の
教
員
養

成
機
関
の
卒
業
又
は
在
学
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
自
立
教
科
等
免
許
状
の
授
与
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
が
新
免

許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
一
欄
に
規
定
す
る
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
の

授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
最
低
在
職
年
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
授
与
を

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
係
る
教
科
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法

第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
又
は
聾ろ
う

学
校
の
教
員
と
し
て
在
職
し
た
年
数
を
、
同
項
の
表
備
考
第
二
号
に
規
定
す
る

視
覚
特
別
支
援
学
校
又
は
聴
覚
特
別
支
援
学
校
の
教
員
と
し
て
在
職
し
た
年
数
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
教
科
等
免
許
状
の
授
与
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
が
新
免
許
法
施
行
規
則
第

六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
一
欄
に
規
定
す
る
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
最
低
単
位
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
が
旧
免
許
法
施
行
規

則
第
六
十
四
条
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
八
年
改
正
省
令
附
則
第
三
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
の
表
備
考
第
二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
修
得

し
た
単
位
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
た
め
に
必
要
な
単
位
数
に
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

旧
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
備
考
第
八
号
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校

の
各
部
の
教
育
に
つ
い
て
の
教
育
実
習
は
、
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
備
考
第
八
号
に
規
定
す
る
特

別
支
援
学
校
の
各
部
の
教
育
に
つ
い
て
の
教
育
実
習
と
み
な
す
。

12

旧
免
許
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
備
考
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護

学
校
の
各
部
に
お
け
る
教
員
と
し
て
の
経
験
年
数
は
、
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
備
考
第
十
号
及
び

第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
各
部
に
お
け
る
教
員
の
経
験
年
数
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

13

旧
免
許
法
（
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
法
を
い
う
。）第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校
の
小
学
部
の
教
諭
又
は
講
師
の
職
は
、
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
八

条
及
び
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
新
免
許
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
教

諭
若
し
く
は
講
師
の
職
と
み
な
す
。

14

旧
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校
に
お
い
て
専
ら
児
童
、
生

徒
又
は
幼
児
の
養
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
新
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
に

お
い
て
専
ら
児
童
、
生
徒
又
は
幼
児
の
養
護
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

（
免
許
特
例
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
旧
盲
学
校
等
に
お
い
て
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免

許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
等
の
体
験
を
行
っ

た
者
に
対
す
る
こ
の
省
令
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
免
許
特
例
法
施
行
規
則
第
一
条
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
当
該
者
が
旧
盲
学
校
等
に
お
い
て
行
っ
た
介
護
等
の
体
験
の
期
間
を
通
算
す
る

も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
盲
学
校
等
に
お
け
る
介
護
等
の
体
験
に
関
す
る
こ
の
省
令
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
免
許
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
旧
盲
学
校
等
が
な
る
も
の
と
さ
れ
た
特
別
支
援
学
校
の
校
長
が
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
六
号

学
校
保
健
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第

十
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
並
び
に
学
校
保
健
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
七
十
四
号
）
第
五
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

伊
吹

文
明

学
校
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

学
校
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ

て
当
該
期
日
に
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
か

つ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
由
の
な
く
な
つ
た
後
す

み
や
か
に
健
康
診
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第

三
項
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
、
そ
れ
ぞ
れ
一
回
」
を
削
り
、
同

項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中「
第
五
条
第
七
項
」

を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症

候
群
（
病
原
体
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も

の
に
限
る
。）」
を
削
り
、「
痘
そ
う
」
の
下
に
「
、
南
米
出

血
熱
」
を
加
え
、「
、
コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
」
を
削
り
、

「
、
腸
チ
フ
ス
及
び
パ
ラ
チ
フ
ス
」
を
「
及
び
重
症
急
性

呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
」
を
「
コ

レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
腸

チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
」
に
、「
、
そ
の
他
の
伝
染
病
」
を

「
そ
の
他
の
伝
染
病
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
七
号

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
等
の

授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

伊
吹

文
明

国
立
大
学
等
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
大
学
等
の
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年

度
に
係
る
授
業
料
、入
学
料
及
び
検
定
料
か
ら
適
用
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
八
号

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

伊
吹

文
明

国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学

省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
東
京
学
芸
大
学
の
項
中
「
、
附
属
大
泉
中
学

校
」
を
削
り
、「
附
属
高
等
学
校
」
の
下
に
「
、
附
属
国
際

中
等
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。
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